
奈
良
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
三
十
三
号

奈
良
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
会
計
規
則
（
平
成
七
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
長
」
の
下
に
「
（
会
計
局
に
あ
っ
て
は
、
会
計
局
総
務
課
長
）
」
を
加
え
、
同

「

条
第
四
号
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
の
表
中

会
計
局

「
を

会
計
局
総
務
課

に
改
め
る
。

」

」

第
三
条
の
表
第
一
号
中
「
知
事
公
室
長
」
の
下
に
「
、
南
部
振
興
監
」
を
加
え
る
。

第
六
条
の
表
第
六
号
ク
中
「
地
域
振
興
部
文
化
観
光
局
観
光
振
興
課
」
を
「
地
域
振
興
部
観
光
局
な

ら
の
に
ぎ
わ
い
づ
く
り
課
」
に
改
め
、
同
号
中
チ
を
ツ
と
し
、
タ
を
チ
と
し
、
ソ
を
タ
と
し
、
同
号
セ

中
「
使
用
料
」
の
下
に
「
及
び
労
働
会
館
に
係
る
諸
収
入
」
を
加
え
、
同
号
中
セ
を
ソ
と
し
、
ケ
か
ら

ス
ま
で
を
コ
か
ら
セ
ま
で
と
し
、
ク
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ケ

奈
良
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
五
十
号
）
に

基
づ
く
返
還
金
及
び
延
滞
利
息
の
収
納
を
行
う
こ
と
。

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
当
該
課
」
の
下
に
「
の
長
（
会
計
局
に
あ
っ
て
は
、
会
計
局
総
務
課
長
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
課
及
び
」
を
「
課
の
長
及
び
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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